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資料５ 

今後の検討会の進め方について 

 

１ 検討会での検討方法 

 

● 令和７年度は、各諸室の使い方等を整理し、光が丘公民館・新築児童館の

平面計画を概ね確定します（詳細検討を進める中で、必要に応じて修正する

可能性あり）。 

● 令和８年度は、令和８年３月までに整理した各諸室の使い方を踏まえて、

諸室の仕様等を整理します（詳細検討を進める中で、必要に応じて修正する

可能性あり）。 

● 令和９年度は、令和８年度までに検討した内容を基に設計を行い、その状

況を事務局から報告します。 

 

【参考】スケジュールのイメージ 
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規約第２条 

光が丘地区学校跡施設(旧青葉小学校)利活用事業の新築エリア(光が丘

公民館・新築児童館)等の設計に向けて、次の事項について検討する。 

（１）新築エリア(光が丘公民館、新築児童館)の整備内容等に関すること 

（２）改修エリアとの連携等に関すること 
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２ 令和７年度の検討会スケジュール 

回数 日にち 議題等（予定） 

１ 令和８年 

１月２９日(木) 

・光が丘公民館・新築児童館整備市民検討会規約

（案）について ［審議事項］ 

・会長、副会長の選出について ［審議事項］ 

・光が丘地区学校跡施設（旧青葉小学校）利活用基

本計画について ［確認事項］ 

・光が丘公民館の現状について ［確認事項］ 

・青葉児童館の現状について ［確認事項］ 

・今後の検討会の進め方について ［審議事項］ 

２ ２月２６日(木) ・公民館・児童館の運営の方向性について ［確認事

項］ 

・各諸室等の使い方について ［審議事項］ 

３ ３月２７日(金) ・新築棟の構造について ［報告事項］ 

・新築棟の諸室レイアウトについて ［審議事項］ 

※令和８年度以降の検討スケジュールは別途お知らせします。 

※検討会の検討状況等により、スケジュールの見直しや書面開催とする場合

があります。 

 

３ この検討会で検討するものの具体例 

資料５（別紙）「（仮称）光が丘地区複合施設市民検討会や公民館利用者アン

ケートでいただいた意見のうち、今後検討すべきもの」に記載の内容等を検討

していきます。 


